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第2部 文教・科学技術施策の動向と展開

第 5 節  学生に対する経済的支援の充実と
学生の就業力の向上

1 学生に対する経済的支援の充実
（1） 日本学生支援機構の奨学金事業
①奨学金事業の現状
　国の奨学金事業は独立行政法人日本学生支援機構が実施しており，経済的理由により修学に困難
がある優れた学生などに対し奨学金を貸与す
るとともに，卒業後の返還金の回収などを行
っています。この奨学金事業は，昭和 18 年度
に創設され，平成 20 年度までの 66 年間に奨
学金の貸与を受けた奨学生の総数は約 893 万
人，貸与総額は約 10 兆 107 億円に達していま
す。日本学生支援機構の奨学金には，無利子
奨学金（第一種奨学金）と有利子奨学金（第二種
奨学金）の２種類があり，有利子奨学金は，在
学中は無利子で，卒業後は年利３％を上限と
した利子が課されるものです。

②学生の学ぶ意欲にこたえる事業の充実
　学ぶ意欲と能力のある学生などが経済的な
面で心配することなく，安心して学べるよう
にするため，平成 21 年度においては，事業全
体で約 115 万人（対前年度６万人増）の学生な
どに対して，約 9,475 億円（対前年度 462 億円
増）の奨学金を貸与することとしています（図
表2-3-10，2-3-11）
　また，家計支持者の失業や災害による被害
などによって家計が急変し，緊急に奨学金を
必要とする学生に対応するため，「緊急採用奨
学金制度（無利子奨学金）」「応急採用奨学金制
度（有利子奨学金）」を年間を通じて随時受け付
け，これまで希望者全員を採用しています。
　なお，高等学校及び専修学校高等課程の生
徒に対する奨学金事業については，平成 17 年
度の入学者より，都道府県に移管されており，
各都道府県において確実に事業が実施できる
よう，平成 21 年度は高等学校等奨学金事業交
付金約 281 億円を措置しています。

③返還金回収業務の改善
　日本学生支援機構の奨学金事業は，卒業し
た奨学生からの返還金を奨学金の原資として

図表2-3-11 奨学金事業費総額

図表2-3-10 奨学金事業規模の推移
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活用する貸与制により実施しており，現在，事業費総額の約４割が返還金で賄われている（他の財
源は，無利子奨学金については政府貸付金，有利子奨学金については財政融資資金及び財投機関債
等）ため，返還金が確実に回収されることが，奨学金事業を実施していく上でますます重要となっ
ています。このため，日本学生支援機構では，平成 21 年度からの第２期中期目標・中期計画にお
いて，平成 25 年度までに総回収率を 82％以上にすることや平成 23 年度までに大学・大学院等に
係る平成 19 年度末の３カ月以上の延滞額の半減を目指すことを明記するとともに，（ア）民間委託
の拡大（新たにコールセンターを設置，試験的に導入した回収業務の民間委託を本格的に実施），（イ）
延滞者に対する法的措置の早期化（延滞１年以上から９カ月以上に３カ月早期化），（ウ）住所不明者
に対する住所調査の強化，（エ）個人信用情報機関の活用など，返還金回収業務の強化に努めていま
す。

（2） 大学における授業料減免事業の支援
　文部科学省では，経済的理由などにより，授業料などの納付が困難である者などを対象に，修学継
続を容易にし，教育を受ける機会を確保するため，国立大学法人や私立大学などが実施する授業料減
免措置に対し，国立大学法人運営費交付金の算定や，私立大学等経常費補助金の特別補助を通して支
援しています。また，公立大学については，地方財政措置を通して支援しています。
　現在，全ての国立大学法人において授業料減免制度を設けており，平成 20 年度の授業料免除実施
額は約 190 億円，免除人数は約６万人（のべ 10 万５千人）となっています。
　公立大学では，現在，すべての大学が授業料減免制度を設けており，平成 20 年度実績で約 8,500 人
に対して 25.5 億円の減免措置がなされています。
　また，私立大学などが実施している授業料減免事業に対しては，平成 21 年度に 29 億円，約
２万８千人分を補助しています。

（3） 奨学団体等の奨学金事業
　我が国の奨学金事業は，日本学生支援機構のほかに特例民法法人や地方公共団体，大学や民間会社
などによって，多様な形態で幅広く実施されています。平成 19 年度の日本学生支援機構の調査によ
ると，約 2,800 の奨学団体などが，約 13 万４千人の奨学生に対し，総額で約 548 億円を支給しています。
　これらの奨学団体などは，それぞれの設立目的に基づいて特色ある事業を行っており，教育の機会
均等と優れた人材の育成の観点から一層の充実が図られることが期待されます。また，一定の要件を
満たす奨学団体に対する寄附金については，現在，一定の税制上の優遇措置が講じられています。

（4） 大学院生の経済的支援の拡充
　大学院生に対する経済的支援として，文部科学省では，グローバル COEプログラム等を通じて
TA（ティーチング・アシスタント）＊4 や RA（リサーチ・アシスタント）＊5 の充実を図る取組を行っ
ています。

＊ 4 TA（ティーチング・アシスタント）
　優秀な大学院学生に対し，教育的配慮の下に，学部学生などに対するチュータリング（助言）や実験・実習・演習など教育
補助業務を行わせ，大学院学生への教育訓練の機会を提供するとともに，これに対する手当の支給により，大学院学生の処遇
の改善の一助とすることを目的としたもの。
＊ 5 RA（リサーチ・アシスタント）
　大学等が行う研究プロジェクトなどに，教育的配慮の下に，大学院学生等を研究補助者として参画させ，研究遂行能力の育成，
研究体制の充実を図るとともに，これに対する手当の支給により，大学院学生の処遇の改善の一助とすることを目的としたもの。
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2 学生の就業力の向上
（1） 学生の就職活動
①就職率の動向
　文部科学省と厚生労働省が共同で実施した就職状況調査によると，平成 20 年度大学等卒業者の
就職率は次表のとおりです（図表 2-3-12）。12 年以降，就職率は８年続けて上昇していましたが，
昨今の雇用情勢を反映して，学生などの就職率は下落に転じております（図表 2-3-13）。平成 22
年３月大学等卒業予定者の就職内定率（２月１日現在）も 79.7％（昨年同期比 6.2 ポイント減）と，学
生の就職活動は厳しい状況です。

②秩序ある就職・採用活動への取組
　平成 22 年度（23 年３月）卒業予定の学生の就職・採用活動については，21 年度と同様に，大学側
（国公私立大学などで構成される「就職問題協議会」）が「平成 22 年度大学，短期大学及び高等専門学
校卒業・修了予定者に係る就職について」の申合せを行い，企業側（（社）日本経済団体連合会）が「大
学卒業予定者・大学院修士課程修了予定者などの採用選考に関する企業の倫理憲章」（「倫理憲章」）
を定め，双方がそれぞれを尊重する形で行われています（図表2-3-14）。
　また，大学側から企業側に対し，「倫理憲章」の趣旨に沿った採用活動を別途要請し，企業側では，
会員企業の賛同を得て，秩序ある就職・採用活動の実現に向けた「倫理憲章の趣旨実現をめざす共
同宣言」を公表しました。

図表2-3-12 平成20年度大学等卒業者の就職状況（平成21年４月１日現在）

図表2-3-13 就職率の推移

（注）数値は，各年４月１日現在の大学，短期大学及び高等専門学校全体の値を示す
（出典）大学等卒業者の就職状況調査（文部科学省，厚生労働省調べ）
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図表2-3-14 「申合せ」及び「倫理憲章」

（2） 学生の就職支援と就業力向上
　学生の厳しい雇用情勢を受け，文部科学省では，就職相談員などの配置や企業の求人に関する情報
検索システムなど，大学などにおける就職支援体制の強化を図る取組に対して支援しています。
　さらに，政府全体としては，平成 21 年 10 月の「緊急雇用対策」に基づき，平成 21 年 12 月には，（社）
日本経済団体連合会などの経済団体・業界団体などに対して，文部科学，厚生労働，経済産業の３大
臣より，新規学校卒業者の採用拡大に関する要請を行うなど，新卒者支援チーム関係府省が連携しつ
つ，大学等卒業予定者の支援に取り組んでいます。
　また，学生の資質能力に対する社会からの要請や，学生の多様化に伴う卒業後の職業生活などへの
移行支援の必要性が高まっていることから，大学などが教育課程の内外を通じて社会的・職業的自立
に関する指導などに取り組む体制を整えることについて，平成22年２月に「大学設置基準」が改正され，
平成 23 年月から全ての大学で取り組まれることになります。これを踏まえ，文部科学省では，各大
学が教育課程内外にわたり就業力の育成などを目指す取組などを総合的に支援することとしていま
す。
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